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＜議案＞ 

【1】うきは市予約制乗合タクシーの日田市への乗り入れ 
（神杉野線廃止に伴う代替交通）                 

西鉄バス神杉野線が令和 7 年 4 月 1 日に廃止することに伴い、うきは市新川・田篭・日

田市柚木地区の生活交通を確保するため、道路運送法第 4 条の一般乗合運送により現在、

うきは市が民間事業者（うきは市タクシー協会）に運行委託し、小塩線、妹川線で運行し

ている「うきは市予約制乗合タクシー」を拡充し、当該地区を運行することについて承認

を求めるもの。 

 

◆ 運行概要 

拡充運行開始日 令和 7年 4月 1日より 

事業区分 道路運送法第 4条に基づく「一般乗合運送」での区域運行 

運行主体 うきは市 

路線 小塩線・妹川線（新川地区内ケ原を含む） 

拡充区域:新川・田篭・日田市柚木地区へ拡充（小塩地区前迫を含む） 

14.9ｋｍの拡充 

運行車両 事業者所有車両の内地域公共交通会議で認めた小型車両（５人定員）

及び普通車両（乗車定員１０人）を使用 

タクシー事業と併用を認める 

費用 運行業務委託：実車走行分のタクシー料金運賃から利用者運賃を差

し引いた額に、固定費を加えた額 

便数 小塩線 1日 7便、妹川線 1日 7便、新川・田篭・柚木線 1日 7便 

運賃 運賃料金部会にて承認された額 

参考（現在）：1回 200 円（小学生未満の子供は保護者同伴の場合、無料） 

運行日 月曜～土曜 

運休日 日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

運行委託先 うきは市タクシー協会 

（運行実施者：（有）朝田タクシー、浮羽交通株式会社） 

選定方法 随意契約 
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※利用希望者は原則として利用の前日 17 時までに電話にて運行委託先へ予約を行う。（利

用にあたり利用者の事前登録は要しない） 

※予約があった地域を原則としてダイヤ案（P.3）の運行時刻で運行する。乗車はダイヤ案

にある決められた場所のみで行い、降車は基軸となる経路上で行う。柚木地区の住民は

浮羽市民センターのみではなく、前述の範囲内で、その経路の途中でも乗降車が可能。 

※タクシー協会、うきは市、日田市との 3 社契約とし、日田市柚木地区からの乗降車分及

び固定費については距離按分額を日田市からうきは市へ負担金として支払う。 

 

 

◆ 地域への周知 

 ① 令和 7 年 1 月 7 日（火） 柚木地区住民説明会 

   出席者：自治会長、地域住民（9 名）、市公共交通担当、市前津江振興局担当 

   うきは市予約制乗合タクシーの制度について説明。反対意見なし。 

 

 ② 柚木地区全世帯へチラシを配布（広報ひた 3 月号同封） 

 

 

◆ 関連資料 

・ダイヤ案 ・・・・・・・・・・ P.3 

・営業区域図（うきは市） ・・・ P.4 

・営業区域図（日田市） ・・・・ P.5 
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【2】令和 6 年度 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価（案） 

 

本市では、国の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」の補助メニューの 1 つで

ある地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（フィーダー補助金）の交付を受けてい

る。当該補助金の交付を受けたもの（日田市地域公共交通確保維持協議会）は、補助対象

事業について評価を行い、その結果について国に報告する必要があるため、今回その評価

の内容について審議をお願いするもの。 

 

日田市における補助対象路線 

・市内循環バスひたはしり号 A・B・C コース 

・日田バス 五馬線 

 

※評価の内容は次ページ P.7～9 参照。 

 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 関連資料 

・過去 5 年間（R2～R6）の日田市フィーダー系統バス路線利用者数実績 ・・ P.10 

・令和 6 年度 フィーダー補助金の計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.11～18 

 

 

 

●地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 

（協議会） 

第 3 条 略 

5 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果について地方運輸局又

は地方航空局の長に報告しなければならない。 

 

●地域公共交通確保維持改善事業実施要領 

８．事業評価について 

（１）事業評価の実施 

①自己評価（一次評価） 

地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会自らによる事業

の実施状況の確認、評価（以下「自己評価」という。）を行い、当該自己評価の結果を、地域公共交

通確保維持事業及び地域公共交通調査等事業にあっては、補助金の交付を受けようとする会計年度の

１月末までに、（略）それぞれ協議会から、地方運輸局、神戸運輸監理部、地方航空局又は沖縄総合

事務局（以下「地方運輸局等」という。）に報告するとともに、公表することとする。 
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ィ

ー
ダ

ー
系

統
確

保
維

持
費

国
庫

補
助

金

①
補

助
対

象
事

業
者

等
②

事
業

概
要

③
前

回
（
又

は
類

似
事

業
）
の

事
業

評
価

結
果

の
反

映
状

況
⑥

事
業

の
今

後
の

改
善

点
（
特

記
事

項
を

含
む

）

日
田

バ
ス

（
株

）
ひ

た
は

し
り

号
C

コ
ー

ス

日
田

～
豆

田
町

～
朝

日
町

～
清

岸
寺

町
～

城
町

～
日

田
の

循
環

コ
ー

ス
を

運
行

日
田

バ
ス

（
株

）
ひ

た
は

し
り

号
B

コ
ー

ス

日
田

～
田

島
町

～
若

宮
～

隈
町

旅
館

街
～

高
瀬

～
日

田
の

循
環

コ
ー

ス
を

運
行

日
田

バ
ス

（
株

）
ひ

た
は

し
り

号
A

コ
ー

ス
日

田
～

玉
川

町
～

日
隈

～
石

井
～

日
田

の
循

環
コ

ー
ス

を
運

行
目

標
を

達
成

で
き

た
。

【
目

標
輸

送
人

員
】

計
：
7
4
,6

7
0
人

（
A

：
1
9
,7

3
9
人

　
B

：
2
4
,4

0
8
人

C
：
3
0
,5

2
3
人

）

【
実

績
輸

送
人

員
】

計
：
8
4
,1

8
9
人

（
+
9
,5

1
9
人

）
（
A

：
2
6
,2

4
1
人

　
B

：
2
5
,6

4
1
人

C
：
3
2
,3

0
7
人

）

【
要

因
】

令
和

5
年

2
月

に
住

民
ニ

ー
ズ

に
沿

っ
た

運
行

ル
ー

ト
再

編
を

行
っ

た
結

果
、

利
用

者
増

に
繋

が
っ

た
。

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

・
事

業
評

価
（
生

活
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
に

基
づ

く
事

業
）

④
事

業
実

施
の

適
切

性
⑤

目
標

・
効

果
達

成
状

況

令
和

5
年

3
月

に
策

定
し

た
「
日

田
市

地
域

公
共

交
通

計
画

」
の

進
捗

管
理

を
適

切
に

行
う

と
と

も
、

地
域

か
ら

の
要

望
や

利
用

者
の

需
要

を
日

田
バ

ス
と

連
携

し
て

把
握

し
、

利
用

者
の

増
及

び
利

便
性

の
さ

ら
な

る
向

上
を

図
る

。

・
大

型
商

業
施

設
の

オ
ー

プ
ン

に
伴

い
、

利
便

性
の

向
上

を
図

る
た

め
、

「
中

ノ
島

町
」
バ

ス
停

の
移

設
を

行
っ

た
。

・
ひ

た
は

し
り

号
に

対
す

る
利

用
者

や
地

域
か

ら
の

要
望

に
つ

い
て

は
、

日
田

バ
ス

と
情

報
を

共
有

し
把

握
に

努
め

た
。

・
9
/
2
2
に

「
バ

ス
の

日
イ

ベ
ン

ト
」
を

日
田

バ
ス

と
共

催
し

、
「
ひ

た
は

し
り

号
1
日

無
料

乗
車

体
験

」
等

の
イ

ベ
ン

ト
を

行
い

、
公

共
交

通
の

利
用

促
進

を
図

っ
た

。

計
画

ど
お

り
事

業
は

適
切

に
実

施
さ

れ
た

（
運

休
は

天
災

等
に

よ
る

も
の

）

【
目

標
：
計

画
運

行
回

数
】

A
：
3
,6

6
0
回

B
：
3
,6

6
0
回

C
：
3
,2

9
4
回

【
実

績
：
実

績
運

行
回

数
】

A
：
3
,6

2
9
回

（
△

3
1
回

）
B

：
3
,6

2
8
回

（
△

3
2
回

）
C

：
3
,2

6
6
回

（
△

2
8
回

）

A
A
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別
添

１

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

協
議

会
名

：
日

田
市

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

協
議

会

評
価

対
象

事
業

名
：
令

和
6
年

度
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
確

保
維

持
費

国
庫

補
助

金

①
補

助
対

象
事

業
者

等
②

事
業

概
要

③
前

回
（
又

は
類

似
事

業
）
の

事
業

評
価

結
果

の
反

映
状

況
⑥

事
業

の
今

後
の

改
善

点
（
特

記
事

項
を

含
む

）

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

・
事

業
評

価
（
生

活
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
に

基
づ

く
事

業
）

④
事

業
実

施
の

適
切

性
⑤

目
標

・
効

果
達

成
状

況

日
田

バ
ス

（
株

）
五

馬
線

日
田

～
小

迫
～

五
馬

入
口

の
コ

ー
ス

を
運

行

計
画

ど
お

り
事

業
は

適
切

に
実

施
さ

れ
た

（
運

休
は

天
災

等
に

よ
る

も
の

）

【
目

標
：
計

画
運

行
回

数
】

7
1
2
回

【
実

績
：
実

績
運

行
回

数
】

6
9
7
.5

回
（
△

1
4
.5

回
）

目
標

を
達

成
で

き
な

か
っ

た
。

【
目

標
輸

送
人

員
】

4
,4

7
1
人

【
実

績
輸

送
人

員
】

3
,1

3
5
人

（
△

1
,3

3
6
人

）

【
要

因
】

・
沿

線
地

域
の

人
口

が
減

少
し

て
い

る
こ

と
に

加
え

、
高

齢
化

が
進

み
バ

ス
停

ま
で

歩
い

て
行

く
こ

と
が

で
き

な
い

住
民

が
増

え
、

利
用

者
が

減
少

し
て

い
る

。

令
和

5
年

3
月

に
策

定
し

た
「
日

田
市

地
域

公
共

交
通

計
画

」
の

進
捗

管
理

を
適

切
に

行
う

と
と

も
、

地
域

か
ら

の
要

望
や

利
用

者
の

需
要

を
日

田
バ

ス
と

連
携

し
て

把
握

し
、

利
用

者
の

増
及

び
利

便
性

の
さ

ら
な

る
向

上
を

図
る

。
あ

わ
せ

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
適

正
な

交
通

モ
ー

ド
の

あ
り

方
を

住
民

等
と

一
緒

に
検

討
し

て
い

く
。

C

・
令

和
3
年

度
に

送
迎

・
輸

送
に

関
す

る
地

域
座

談
会

（
勉

強
会

）
を

五
馬

地
区

住
民

と
市

で
開

催
し

て
以

降
、

住
民

間
で

当
該

地
域

に
お

け
る

送
迎

・
輸

送
を

含
む

地
域

課
題

に
関

す
る

協
議

が
行

わ
れ

て
い

る
。

・
9
/
2
2
 に

「
バ

ス
の

日
イ

ベ
ン

ト
」
を

日
田

バ
ス

と
共

催
し

、
「
ひ

た
は

し
り

号
1
日

無
料

乗
車

体
験

」
等

の
イ

ベ
ン

ト
を

行
い

、
公

共
交

通
の

利
用

促
進

を
図

っ
た

。

A
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地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿

（事
業
実
施
の
目
的
・必
要
性
）

日
田
市
は
大
分
県
の
西
部
、
福
岡
県
と
熊
本
県
に
隣
接
し
た
北
部
九
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
面
積
は
6
6
6
.0
3
㎢
、
人
口
は
6
0
,2
0
7
人
（
令
和
6
年

1
2
月
3
1
日
現
在
）
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
今
後
も
運
転
免
許
証
返
納
者
な
ど
の
移
動
制
約
者
は
増
え
て
い
く
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
公
共
交
通
の
必
要
性
は
益
々
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
地
域
住
民
に
寄
り
添
っ
た
交
通
網
の
形
成
を
目
指

し
、
市
や
交
通
事
業
者
等
の
関
係
者
が
住
民
と
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
住
民
が
「
公
共
交
通
を
利
用
し
、
支
え
て
い
く
」
と
い
う
意
識
を
持
つ
よ
う

な
利
用
促
進
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
具
体
的
に
は
、
地
域
間
幹
線
系
統
と
接
続
す
る
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
、
交
通
事
業
者
と
一
緒
に
な
っ
て
地
域
座
談
会
を
開
催
し
、

住
民
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
地
域
自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
、
地
域
に
応
じ
た
適
正
な
移
動
手
段
の
確
保
や
公
共
交
通
利
用
環
境
の
改
善
な
ど
を
実
施

し
、
そ
れ
を
市
や
交
通
事
業
者
等
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
の
構
築
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
例
年
実
施
し
て
い
る
無
料
乗
車
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
継
続
し
て

実
施
す
る
中
で
、
積
極
的
な
利
用
を
呼
び
か
け
、
利
用
者
減
少
の
緩
和
を
目
指
し
て
い
る
。

別
添
１
－
２

事
業
実
施
と
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
と
の
関
連
に
つ
い
て

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日

協
議
会
名
：

日
田
市
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：

令
和
6年
度
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金
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資
料
②

過
去
５
年
間
（
R
2
～
R
6
）
の
日
田
市
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
バ
ス
路
線
　
利
用
者
数
実
績

8
5
,4
9
9

7
1
,0
7
5

6
8
,4
6
9

7
9
,4
4
3

8
4
,1
8
9

1
,6
8
2

5
6
5

-
-

-
R
2
.5
.1
系
統
廃
止

1
,0
7
0

6
6
0

-
-

-
R
2
.5
.1
系
統
廃
止

4
9
6

-
-

-
-

H
3
1
.4
.1
系
統
廃
止

8
8
,7
4
7

7
2
,3
0
0

6
8
,4
6
9

7
9
,4
4
3

8
4
,1
8
9

5
,1
9
2

4
,6
8
2

4
,4
2
2

3
,8
1
4

3
,1
3
5

3
,9
6
4

1
,8
1
8

-
-

-
R
2
.5
.1
系
統
廃
止

1
,3
7
8

4
6
6

-
-

-
R
2
.5
.1
系
統
廃
止

1
0
,5
3
4

6
,9
6
6

4
,4
2
2

3
,8
1
4

3
,1
3
5

9
9
,2
8
1

7
9
,2
6
6

7
2
,8
9
1

8
3
,2
5
7

8
7
,3
2
4

R
5
.2
.1
3
再
編

R
5
.2
.1
3
再
編

R
5
.2
.1
3
再
編

R
5
.2
.1
3
再
編

令
和
5年

度
(R
4.
10
.1
～
R
5.
9.
30
)

2
3
,2
9
9

2
3
,1
3
5

3
3
,0
0
9

-
-

備
考

令
和
6年

度
(R
5.
10
.1
～
R
6.
9.
30
)

2
6
,2
4
1

2
5
,6
4
1

3
2
,3
0
7

令
和
２
年
度

(R
1.
10
.1
～
R
2.
9.
3
0)

1
2
,6
4
4

1
7
,6
4
1

2
6
,0
2
0

2
9
,1
9
4

令
和
３
年
度

(R
2.
10
.1
～
R
3.
9.
30
)

8
,5
2
6

1
4
,6
5
2

2
2
,1
3
5

2
5
,7
6
2

2
7
,5
0
2

令
和
４
年
度

(R
3.
10
.1
～
R
4.
9.
30
)

8
,1
4
9

1
3
,0
1
3

1
9
,8
0
5

合
計

市
内
循
環
バ
ス
Ａ
コ
ー
ス
（
左
回
り
）

市
内
循
環
バ
ス
Ｄ
コ
ー
ス
（
左
回
り
）

市
内
循
環
バ
ス
Ｂ
コ
ー
ス
（
左
回
り
）

市
内
循
環
バ
ス
Ｃ
コ
ー
ス
（
右
回
り
）

市
内
循
環
バ
ス
Ｄ
コ
ー
ス
（
右
回
り
）

市
内
循
環
バ
ス
Ｂ
コ
ー
ス
（
右
回
り
）

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 利 用 者 数

市
内
循
環
バ
ス
Ｃ
コ
ー
ス
（
左
回
り
）

市
内
循
環
バ
ス
Ａ
コ
ー
ス
（
右
回
り
）

夜
明
循
環
線

杷
木
循
環
線

杷
木
線

路
線
バ
ス
計

五
馬
線

運
行
系
統

大
野
線

出
野
線

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
計

ひ
た
は
し
り
号
計

路 線 バ ス

利 用 者 数
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別 紙 

 

 

令和 5年 6月 28 日 

 

          （名称）日田市地域公共交通確保維持協議会           

  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 
 日田市では、ＪＲ九州の日田駅及び日田バスの日田バスターミナルが市外及び市内周辺部からの
公共交通機関利用者の受入れ施設となっているが、市内中心部及び近郊の病院や商業施設に向かう
公共交通機関が機能しておらず、タクシー又は徒歩で目的地へ行く市民が多かった。さらに市街地
や近郊の住民も高齢化のために、徒歩や自転車での外出が困難となり、自動車の運転も危険が伴う
とされてきた。 
そのため、市内の病院や商業施設への移動を目的とする高齢者が利用しやすいバスが必要であ

り、今後その需要は年を追うごとに高まることが明らかであることから、小型の低床バスにより、
市内の主要施設に行くことができる「市内循環バス」を運行している。 
 加えて、市内循環バスの運行区域外を運行し、市内中心部と山間部を結ぶ「五馬線」について
も、地域住民にとって必要不可欠な路線として運行している。 
 このため、引き続き、地域公共交通確保維持事業により、「市内循環バス」及び「五馬線」を確
保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 
 
令和６年度における日田市のフィーダー系統路線 
(1)市内循環バスＡコース（右回り・左回り）日田～玉川町～日隈～石井～日田 
（右・左ともに13.0ｋｍ） 

(2)市内循環バスＢコース（右回り・左回り）日田～田島町～若宮～隈町旅館街～高瀬～日田 
（右・左ともに13.0ｋｍ） 

    (3)市内循環バスＣコース（右回り・左回り）日田～豆田町～日田（右・左ともに15.5ｋｍ） 
    (4)日田バス五馬線 日田～小迫～五馬入口 26.1ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィーダー補助金の計画（日田市地域公共交通計画別紙）

11



別 紙 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

色付き網掛け部分が地域内フィーダー系統路線 

  

基準値 

現況値 

（R4） 

目標値 

R5 R6 R7 R8 
R9 

最終目標 

ひたはしり号の年間利用者数 71,783 73,226 74,670 76,113 77,557 79,000 

  A コース 18,976 19,358 19,739 20,121 20,502 20,884 

  B コース 23,464 23,936 24,408 24,879 25,351 25,823 

  C コース 29,343 29,933 30,523 31,113 31,703 32,293 

路線バスの年間利用者数 59,876 60,901 61,926 62,950 63,975 65,000 

  五馬線 4,323 4,397 4,471 4,545 4,619 4,693 

（以下参考） － － － － － － 

  杖立線(日田～杖立） 8,956 9,109 9,262 9,416 9,569 9,722 

  杖立線(日田～大山振興局） 302 307 312 318 323 328 

  小鹿田線（日田～皿山） 5,320 5,411 5,502 5,593 5,684 5,775 

  小鹿田線（下藤山～皿山） 2,161 2,198 2,235 2,272 2,309 2,346 

  天瀬森町線 2,427 2,469 2,510 2,552 2,593 2,635 

  高塚森町線 10,207 10,382 10,557 10,731 10,906 11,081 

  高塚線（※1/1～3 のみ） 39 40 40 41 41 42 

  神杉野線（杷木発） 3,734 3,798 3,862 3,926 3,990 4,054 

  神杉野線（浮羽発） 390 397 403 410 416 423 

  中日線 22,017 22,394 22,771 23,147 23,524 23,901 

 

【目標値算出根拠】 

日田市地域公共交通計画において、下記の目標値を設定している。 

・市内循環バスひたはしり号の年間利用者数（人/年以上） 79,000 人/年 以上（R9） 

・路線バスの年間利用者数（人/年以上） 65,000 人/年以上（R9） 

 

この目標値は、人口減少や新しい生活様式の普及等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により落ち込んだ利用者数の現況値（R4）から、1 割増しを目指すこととして設定した。 

 

令和 9 年度の目標値を現況値の約 10％増しと設定し、計画期間を R5～R9 の 5 年間としているた

め、各年度では、毎年約 2％ずつの上昇が必要となる。 

 そのため、地域内フィーダー系統路線における各年度の目標値は上表のとおりである。 

 

 〇令和 5年度目標値 R4 年度比の約 102％ 

 〇令和 6年度目標値 R4 年度比の約 104％ 

 〇令和 7年度目標値 R4 年度比の約 106％ 

 〇令和 8年度目標値 R4 年度比の約 108％ 

 〇令和 9年度目標値 R4 年度比の約 110％ 

 

（日田市地域公共交通計画 P.60,61 参照） 
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別 紙 

（２）事業の効果 

 

・市内循環バス 

低床バスを使い市内循環バスを運行することにより、市内中心部及び近郊の高齢者を中心とした

交通弱者の交通手段を確保することができるとともに、周辺部住民の市街地への利用に対し、安価

な交通手段を提供することができる。 

さらに、病院、商業施設のほか老人福祉センター及びパトリア日田などの公共的な交流施設を結

ぶことにより高齢者の外出機会の増加につながる。 

 

・五馬線 

 市内中心部と山間部を結ぶ、地域住民にとって必要不可欠な路線であり、国の補助を受けること

で、高齢者を中心とした交通弱者の交通手段を確保することができる。 

 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

① 効率的・効果的な交通網の充実（日田市、日田バス㈱） 

・市街地を運行するバスは、市街地の潜在的な需要が見込まれる地域への乗り入れを検討し、ま

た、住居や公共施設等が集積したエリアなどに運行を限定するなど、効率的・効果的な移動環

境を構築する。 

② わかりやすい時刻表やマップの作成と情報提供（日田市、日田バス㈱） 

 ・各公共交通機関の乗り継ぎ等をわかりやすくすることで利用促進を図るため、公共交通の路線

図や時刻表等を記載した「公共交通マップ」の作成を検討する。 

 ・SNS の活用により、幅広い層に対し、効率的かつ効果的な情報発信を行うことを検討する。 

③ 交通事業者・地域と連携した効果的な地域公共交通の運行・運営（日田市、日田バス㈱、市

民、関係団体等） 

 ・利用促進啓発チラシの配布や市の広報等を活用し、鉄道やバス等の地域公共交通の各種情報な

どを広く周知する。 

 ・医療機関や商業施設等と協力し合って、公共交通利用者を増やすための取組を行う。 

④ 公共交通の利用促進に向けた啓発活動（日田市、日田バス㈱、市民） 

 ・市民の意識が公共交通の積極的な利用につながるためのバスの乗り方教室などの啓発活動を行

う。 

 ・車庫に待機している車両（空き車両等）を活用して、車両に乗るだけでも楽しい仕掛け・工夫

を講じて、公共交通の新しい価値を官民連携して創造する。 

 

（日田市地域公共交通計画 P.64～69 参照） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

① 予定している時刻・運行予定期間 

対象路線の時刻表・運行日数等は別添参照。 

② 運行事業者の決定の経緯 

日田バス株式会社は、高速バスをはじめ、日田市の周辺部を走る路線バスの運行等

も行っており、事業の安全かつ円滑な実施の面から、事業主体に適しているため。 

③ 地域内フィーダー系統の補足 

高速バスや日田市の周辺部を走る路線バス、各バス停までを結ぶ乗合タクシーとの

接続にも考慮し、利便性の高い交通体系の構築に努める。 

④ 系統図、時刻表など 

別添参照。 
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別 紙 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

・「表１」の運行系統・申請番号(1)～(6)について 

 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る「表１」の運行系統・申請番号

(1)～(6)について、その運行に係る費用のうち、日田市から日田バス株式会社への委託

料については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担するこ

ととしている。 

 

・「表１」の運行系統・申請番号(7)について 

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る「表１」の運行系統・申請番号 

(7)について、その運行に係る費用のうち、日田市から日田バス株式会社への補助金額

については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担すること

としている。 

 
令和 4年度実績（参考） 

 費用の総額 41,812,767 円 

国庫補助額 11,118,000 円 

 市負担額  30,694,767 円 

 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

・利用者数については日田バス㈱が所有するデータにより数値を把握し、公共交通関係者

や学識経験者、住民代表により構成される日田市地域公共交通確保維持協議会において

評価を実施。 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たり

の運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町

村に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 
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別 紙 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営

方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業におけ

る収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を

活用した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負

担額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 
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別 紙 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 

・令和 2 年 7月 27 日（令和 2年度第 1回）   令和 3年度計画認定申請について書面協議・承認 

・令和 3 年 1月 18 日（令和 2年度第 2回）   令和 2年度事業評価について書面協議・承認 

・令和 3 年 6月 24 日（令和 3年度第 1回）   令和 3年度計画変更届について書面協議・承認 

令和 4年度計画認定申請について書面協議・承認 

・令和 4 年 1月 12 日（令和 3年度第 2回）   令和 3年度事業評価について書面協議・承認 

・令和 4 年 6月 29 日（令和 4年度第 1回）   令和 5年度計画認定申請について協議・承認 

・令和 4 年 11 月 2 日（令和 4年度第 2回）   日田市地域公共交通計画の策定進捗状況を報告 

・令和 4 年 12 月 19 日（令和 4年度第 3回）  令和 5 年度計画変更届について協議・承認 

・令和 5 年 1月 27 日（令和 4年度第 4回）   日田市地域公共交通計画の素案について協議・承認 

・令和 5 年 3月 22 日（令和 4年度第 5回）   日田市地域公共交通計画の策定について協議・承認 

・令和 5 年 4月 14 日（令和 5年度第 1回）   令和 5年度計画変更届について書面協議・承認 

・令和 5年 6 月 28 日（令和 5年度第 2回）   令和 6年度計画認定申請について協議・承認 

                      令和 5 年度計画変更届について協議・承認 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

・市のホームページにて本計画に関する意見を募集した。 

・公共交通の利用者（特に高頻度利用者）を参集した地域座談会を開催し、地域自らが主体となっ

て移動手段の確保や公共交通利用環境の改善などを実施し、それらを交通事業者と行政がサポー

トする体制を作る。（日田市地域公共交通計画 P69 参照） 

・本計画の成果指標に市民アンケートにより把握する数値を設定している。 

・協議会には住民代表の委員が 2名入っている。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）大分県日田市田島２丁目６番１号                 

（所 属）日田市企画振興部まちづくり推進課                 

（氏 名）進 和宏                 

（電 話）0973-22-8356                 

（e-mail）susumu.kazuhiro10@city.hita.lg.jp                 
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によ

らなくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続

実施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画

△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．に

ついては、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定

める目標、当該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合

性を図るようにして下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議

が整った上で提出される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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名

運
行
系
統
名

（申
請
番
号
）

路
線
定
期
②
(1
)

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

③
玉
川
町
・日

隈
・石

井
3
6
6
日

1
,8
3
0
.0
回

計
画
運

行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

豆
田
町
・朝

日
町
・清

岸
寺
町
・城

町
日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

市
内
循
環
バ
ス
C
コ
ー
ス

（
右
回
り
）循

環
線

豆
田
町
・朝

日
町
・清

岸
寺
町
・城

町
日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

市
内
循
環
バ
ス
C
コ
ー
ス

（
左
回
り
）循

環
線

②
(1
)

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

③
路
線
定
期

路
線
定
期

3
6
6
日

1
,8
3
0
.0
回

3
6
6
日

1
,4
6
4
.0
回

3
6
6
日

1
,8
3
0
.0
回

3
6
6
日

1
,8
3
0
.0
回

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

路
線
定
期
②
(1
)

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

③
7
1
2
.0
回

2
9
5
日

路
線
定
期
②
(1
)

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル

田
島
町
・若

宮
・隈

町
旅

館
街
・高

瀬

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
玉
川
町
・日

隈
・石

井

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

日
田
バ
ス
（株

）

日
田
バ
ス
（株

）

日
田
バ
ス
（株

）

日
田
バ
ス
（株

）

市
内
循
環
バ
ス
Ａ
コ
ー
ス

（
左
回
り
）循

環
線

市
内
循
環
バ
ス
Ｂ
コ
ー
ス

（
右
回
り
）循

環
線

②
(1
)

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

③

路
線
定
期
②
(1
)

J
R
九
州
の
久
大
本
線
日
田
駅
と
日
田
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
停
留
所
）
に
て
接
続

③

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
及
び
別
表
９
）

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル 日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル

田
島
町
・若

宮
・隈

町
旅

館
街
・高

瀬

日
田
市

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(1
)

(2
)

②
(1
)
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

日田市地域公共交通計画 令和5年3月31日

62,657 日田市全体 過疎法

交通不便地域等 62,657

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 日田市

人　口

人口集中地区以外 34,798
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